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（ 目  的 ）  

第 １  次 の 第 ４ で 掲 げ る 登 録 基 準 を 設 定 し 、 他 の 製 造 ・ 加 工 し た 食 品 と 差 別 化 を

図 り 、 作 り 手 の こ だ わ り の Ｐ Ｒ と 、 粋 匠 品 の 情 報 を 公 開 す る こ と で 消 費 者 の 安 心

づ く り 、 そ し て 地 産 地 消 を 推 進 す る も の で す 。  

 

（ 対  象 ）  

第 ２  農 畜 産 物 ・ 林 産 物 を 加 工 （ 付 加 価 値 を 付 け た ） ・ 製 造 し た 食 品 と し ま す 。     

２  中 札 内 産 を 原 材 料 と し て 使 用 し 、 村 内 外 を 問 わ ず 製 造 さ れ た 食 品 と し ま す 。  

３  村 長 が 特 別 に 認 め た 食 品  

 

 

（ 申 請 資 格 ）  

第 ３  村 内 外 の 団 体 や 会 社 、 個 人 で す 。  

２  製 造 に 関 わ る 関 係 法 令 等 を 遵 守 し て い る こ と 。  

 

 

 

■  申 請 受 付 ： 毎 月 末 日 ま で 〔 随 時 、 受 け 付 け て い ま す 〕  

（ 申 請 月 の 翌 月 ま で に 審 査 ・ 登 録 さ れ ま す ）   

 

 

■ 申 請 手 続 き 先 ・ 問 合 せ 先  

  〒 0 8 9 - 1 3 9 2  

    北 海 道 河 西 郡 中 札 内 村 大 通 南 ２ 丁 目 ３ 番 地  

       中 札 内 村 役 場 産 業 課 産 業 グ ル ー プ  宛  

 

   T E L  0 1 5 5 - 6 7 - 2 4 9 5   F A X  0 1 5 5 - 6 7 - 2 1 5 6  

 

Ｅ － mai l： s-sangyo@vi l l .nakasatsunai .hokkaido. jp  

 

■ 要 領 の 他 に 、 記 載 例 等 が 添 付 さ れ て い ま す 。  

mailto:-sangyo@vill.nakasatsunai.hokkaido.jp


 

 

（ 登 録 基 準 ） 必 須  

第 ４  粋 匠 品 の 登 録 は 次 の 基 準 の い ず れ か を 満 た す も の で 、商 品 パ ッ ケ ー ジ に「 原

材 料 （ 素 材 ） が 中 札 内 産 で あ る 表 示 」 が 速 や か に で き る こ と 。  

（ パ ン フ レ ッ ト 等 で 中 札 内 産 で あ る こ と を 公 表 し て い る 場 合 は 、 パ ッ ケ ー ジ 変 更

時 に 表 示 し な け れ ば な り ま せ ん ）  

 

（ こ の 要 領 で の 定 義 ）  

※ 配 合 前 の 総 重 量 （ 水 除 く ） か ら 、 食 塩 と 「 総 重 量 の ５ ％ 未 満 の 各 原 材 料 」 （ 少

量 の 材 料 や 調 味 料 、 添 加 物 が 対 象 ） を 除 い た 原 材 料 （ 以 下 「 素 材 」 と い う ） を

用 い ま す 。  

 

・ 配 合 前 の 総 重 量  － （ 食 塩 と 、 総 重 量 の ５ ％ 未 満 の 各 原 材 料 ） =  素  材   

  （ 水 除 く ）  

 

 

① 中 札 内 産 素 材 ※ の 重 量 割 合 が 、 配 合 前 の 総 重 量 の 過 半 以 上 、 又 は 素 材 の 品 数 で

過 半 以 上 で あ る 食 品 。              

 

（ 例 ） 原 材 料 ： 総 重 量 １ ０ ０ ｇ  

中 札 内 産 豚 肉 ８ ０ ｇ 、 道 内 産 玉 ね ぎ １ ０ ｇ 、  

    食 塩 ４ ｇ 、 香 辛 料 ３ ｇ 、 調 味 料 ３ ｇ  

 

【 総 重 量 の ５ ％ 未 満 】  

総 重 量 （ １ ０ ０ ｇ ） － （ 食 塩 ４ ｇ 、 香 辛 料 ３ ｇ ・ 調 味 料 ３ ｇ ）  

                   

        

 =  素 材 （ 中 札 内 産 豚 肉 〔 総 重 量 の ８ 割 〕 ・ 道 内 産 玉 ね ぎ ）  

        【 素 材 の 品 数 ： 豚 肉 と 玉 ね ぎ の ２ 品 】  

 

 

② 中 札 内 産 素 材 ※ を ２ 品 以 上 使 用 し 、 そ の 他 の 素 材 は 、 す べ て 十 勝 産 素 材 （ 米 の

み 道 内 産 素 材 ） を 使 用 し て い る 食 品 。  

 

※ 中 札 内 産 素 材 ： １ ０ ０ ％ 中 札 内 産 の 農 畜 産 物 ・ 林 産 物 、 又 は 主 原 料 が 中 札 内 産

の 加 工 品 。  

 

※  十 勝 産 素 材：１ ０ ０ ％ 十 勝 産 農 畜 産 物・林 産 物 、又 は 主 原 料 が 十 勝 産 の 加 工 品 。 

 

 

〔 パ ッ ケ ー ジ 表 示 例 〕  

・ 中 札 内 産 １ ０ ０ ％ 枝 豆   ・ 豚 肉 （ 中 札 内 産 ）  

 

・ 主 原 料 が 中 札 内 産 生 乳 の チ ー ズ 使 用   等  

                           



 

 

（ 賛 同 と 参 画 ）  

第 ５  「 中 札 内 産  食 の 応 援 団 の お 店 」 と 連 携 ・ 協 力 し 、 相 乗 効 果 （ 販 売 増 加 、

お 客 様 満 足 度 の 向 上 ） に 努 め る こ と 。  

※ 中 札 内 産  食 の 応 援 団 の お 店 と は 、こ の 要 領 と 同 時 に ス タ ー ト し た 中 札 内 産 品 を

積 極 的 に 取 り 扱 う 登 録 店 の こ と で す 。  

 

２  村 の 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス を 商 品 パ ッ ケ ー ジ に 掲 載 し 、 粋 匠 品 登 録 制 度

の Ｐ Ｒ に 努 め る こ と 。  

〔 例 〕粋 匠 品 登 録 制 度 の 詳 細 に つ い て は 、h t t p : / / w w w. v i l l . n a ka s a t s u n a i . h o k ka i d o . j p /  

 

３  必 要 に 応 じ て 設 置 す る 協 議 会 等 の ネ ッ ト ワ ー ク づ く り に 積 極 的 に 参 画 し て い

た だ け る こ と 。  

 

（ リ ピ ー タ ー づ く り ）  

第 ６  自 社 の ホ ー ム ペ ー ジ を で き る だ け 作 成 し 、 消 費 者 に 会 社 や 粋 匠 品 の 製 造 過

程 や 原 材 料 の 特 性 に つ い て 詳 し く 公 開 し 、 リ ピ ー タ ー づ く り に 努 め て い た だ け る

こ と 。  

 

（ 申 請 手 続 き ）  

第 ７    

提 出 書 類 等  備    考  

登 録 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）  記 載 例 を 参 照 し 、 記 入 し て く だ さ

い 。 記 入 例 と 様 式 は 、 要 領 に 添 付 さ

れ て い ま す 。  
「 粋 匠 品 の カ ル テ 」 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  

食 品 の 写 真 １ 枚 以 上  

（ デ ー タ が 望 ま し い ）  

デ ー タ の 場 合 、 Ｃ Ｄ や メ ー ル  

（ 村 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 さ せ て い た だ

き ま す ）  

パ ッ ケ ー ジ 、 又 は 容 器  
※ 上 記 以 外 に 追 加 資 料 を お 願 い す

る こ と が あ り ま す 。  

 

（ 登 録 審 査 ）  

第 ８  書 類 審 査 と し ま す が 、 必 要 に 応 じ て 試 食 等 の 審 査 を 行 い ま す 。  

２  登 録 さ れ た 食 品 の 申 請 者 に は 、 登 録 証 が 交 付 さ れ ま す 。  

 な お 、 粋 匠 品 名 等 の 変 更 に よ り 再 交 付 申 請 （ 共 通 別 記 第 ８ 号 様 式 ） す る こ と が

で き ま す 。  

 

（ 登 録 の 決 定 及 び マ ー ク 使 用 ）  

第 ９  登 録 さ れ た 食 品 の み 登 録 マ ー ク を 使 用（ シ ー ル・印 刷 ）す る こ と が で き ま す 。   

２  登 録 マ ー ク を 使 用 す る 場 合 は 、 村 で 指 定 し た 規 格 、 色 と し ま す 。   

３  登 録 マ ー ク を 使 用 す る と き は 、 登 録 マ ー ク 使 用 届 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） を 提 出

す る 必 要 が あ り ま す 。  

４  登 録 基 準 に 適 合 し な い と 判 断 す る と き は 、 そ の 理 由 を 付 し て 、 登 録 を 認 め な

い 旨 を 当 該 申 請 者 に 対 し て 通 知 （ 共 通 別 記 第 ７ 号 様 式 ） す る も の と し ま す 。  

http://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/


 

 

（ 登 録 料 ）  

第 １ ０  無 料 と し ま す 。  

 

（ 登 録 期 間 ）  

第 １ １  原 則 、 基 準 を 満 た し て い る 期 間 （ 登 録 マ ー ク 使 用 期 間 ） と し ま す 。  

 

（ 届  出 ）  

第 １ ２  次 の よ う に 申 請 時 か ら 変 更 が 生 じ る 場 合 は 、 変 更 届 （ 共 通 別 記 第 ９ 号 様

式 ） を 事 務 局 （ 地 域 課 経 済 グ ル ー プ ） へ 提 出 し て く だ さ い 。  

① 粋 匠 品 の 名 称 等 に 変 更 が あ っ た 場 合  

② 粋 匠 品 の 製 造 、 中 止 又 は 廃 止 し た と き    

※ 簡 易 な 変 更 の 場 合 は 、 粋 匠 品 の カ ル テ 等 の 朱 書 き に よ り 代 用 で き ま す 。  

 

（ 報 告 ・ 随 時 調 査 ）  

第 １ ３  年 １ 度 、 村 か ら 送 付 す る 状 況 報 告 届 （ 共 通 別 記 第 １ ０ 号 様 式 ） を 提 出 し

て い た だ き ま す 。  

２  必 要 に 応 じ て 実 施 す る 随 時 調 査 に 応 じ て い た だ き ま す 。  

 

（ 公 表 ・ ホ ー ム ペ ー ジ へ の リ ン ク ）  

第 １ ４   申 請 時 に 提 出 し て い た だ い た 『 申 請 書 』 『 粋 匠 品 の カ ル テ 』 を 村 の ホ ー

ム ペ ー ジ で 公 表 さ せ て い た だ き 、 消 費 者 と の 信 頼 を 図 り ま す 。  

 ま た 、 ホ ー ム ペ ー ジ を お 持 ち の 場 合 は 、 リ ン ク さ せ て い た だ き ま す 。  

 

（ 登 録 の 取 り 消 し ）  

第 １ ５  次 に 該 当 す る 場 合 、 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る も の と し 、 取 り 消 し を

行 っ た と き は 、 当 該 申 請 者 に 通 知 （ 別 記 第 １ １ 号 様 式 ） す る も の と し ま す 。  

① 登 録 基 準 を 満 た さ な く な っ た 場 合  

② 登 録 マ ー ク を 丌 正 に 使 用 、 表 示 し た 場 合  

③ 粋 匠 品 、 又 は 登 録 を 受 け て い る 申 請 者 と し て の 信 用 を 著 し く 損 な う 行 為 が あ っ

た 場 合  

 

  附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 １ ９ 年  ５ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

平 成 ２ ０ 年  ４ 月  １ 日  一 部 改 正 。  

 

 

 

 

 

 

 


